
１．調査の目的　　この調査は、県民の身体の状況、栄養素等摂取量、生活習慣及び健康に関する意識を把握し、今　後の健康づくりや生活習慣病対策を推進するための基礎資料を得ることを目的に実施する。２．調査対象　（１）調査対象　調査の対象は、平成２２年国民健康・栄養調査において設定された２２地区内の世帯及び世帯員で平成２２年１１月１日現在で満１歳以上の者。　併せて、平成２２年国民生活基礎調査において設定された単位区から無作為抽出した７地区の世帯及び世帯員で、平成２２年１１月１日現在で満１歳以上の者。　なお、健康に関する意識調査は、平成２２年１１月１日現在で０歳の者も対象とした。　（２）年齢別対象数県民健康県民健康県民健康県民健康・・・・栄養調査栄養調査栄養調査栄養調査（（（（国民健康国民健康国民健康国民健康・・・・栄養調査栄養調査栄養調査栄養調査とととと国民生活基礎調査国民生活基礎調査国民生活基礎調査国民生活基礎調査のののの合計合計合計合計））））地   区 世帯数 0歳総　　計 476 15【内訳】○国民健康・栄養調査地   区 世帯数 0歳横 浜 市 147 8川 崎 市 38 1相模原市 15 0横須賀市 22 0藤 沢 市 17 0県　　域 76 2合　　計 315 11○国民生活基礎調査地   区 世帯数 0歳横 浜 市 65 4川 崎 市 26 0県　　域 70 0合　　計 161 4488 68 17 399212 26 12 17462 10 3 49214 32 2 176世帯員数 1～14歳 15～19歳 20歳以上757 85 32 629174 15 13 14428 0 0 2863 7 4 5234 4 3 2788 8 1 78370 51 11 300世帯員数 1～14歳 15～19歳 20歳以上
20歳以上1,245 153 49 1,028

調査調査調査調査のののの概要概要概要概要

世帯員数 1～14歳 15～19歳
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　（３）調査項目別対象数県民健康県民健康県民健康県民健康・・・・栄養調査栄養調査栄養調査栄養調査（（（（国民健康国民健康国民健康国民健康・・・・栄養調査栄養調査栄養調査栄養調査とととと国民生活基礎調査国民生活基礎調査国民生活基礎調査国民生活基礎調査のののの合計合計合計合計））））調査項目 世帯数 身体状況調査 血液検査 歩行数 栄養摂取状況調査 生活習慣調査総　　計 476 1,230 1,028 1,077 1,230 1,077【内訳】○平成２２年国民健康・栄養調査対象地区調査項目 世帯数 身体状況調査 血液検査 歩行数 栄養摂取状況調査 生活習慣調査横 浜 市 147 362 300 311 362 311川 崎 市 38 87 78 79 87 79相模原市 15 34 27 30 34 30横須賀市 22 63 52 56 63 56藤 沢 市 17 28 28 28 28 28県　　域 76 172 144 157 172 157合　　計 315 746 629 661 746 661※生活習慣調査の対象は、国民健康・栄養調査は20歳以上としているが、県民健康・　栄養調査は15歳以上を対象としているため、15歳以上の人数を掲載。○平成２２年国民生活基礎調査対象地区調査項目 世帯数 身体状況調査 血液検査 歩行数 栄養摂取状況調査 生活習慣調査横 浜 市 65 210 176 178 210 178川 崎 市 26 62 49 52 62 52県　　域 70 212 174 186 212 186合　　計 161 473 399 416 484 416３　調査内容　　（１）調査項目　①身体状況調査　　ア　身長・体重　　　　　　　　（満１歳以上）　　イ　腹囲　　　　　　　　　　　（満６歳以上）　　ウ　血圧測定　　　　　　　　（満１５歳以上）　　エ　血液検査　　　　　　　　（満２０歳以上）　　オ　１日の運動量〈歩行数〉　（満１５歳以上）　　カ　問診〈服薬状況、運動〉　（満１５歳以上）　②栄養摂取状況調査　　　　　　（満　１歳以上）　　食物摂取状況等について　③生活習慣調査　　　　　　　　（満１５歳以上）　　食生活、身体活動・運動、休養（睡眠）、飲酒、喫煙、歯の健康等について　④健康に関する意識調査　　　　（満１５歳以上）　　県民の健康に関する意識調査について　⑤健康に関する意識調査　　　　（０歳以上１４歳以下）　　１４歳以下のアレルギー疾患について

72 41610 5226 186健康に関する意識調査(0～14歳） 健康に関する意識調査(15歳以上）36 178
17 15796 6617 560 289 794 30健康に関する意識調査(0～14歳） 健康に関する意識調査(15歳以上）59 311

健康に関する意識調査(0～14歳） 健康に関する意識調査(15歳以上）168 1,077
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　（２）調査時期及び調査方法　※調査方法については、国民健康・栄養調査調査必携に準じて実施　①身体状況調査（調査票）　　　　１１月中に調査地区の実状を考慮して、最も高い受診率をあげうる日時を選定して行う。会場　　　で医師等が調査項目の計測及び問診を実施する。　②栄養摂取状況調査（調査票）　　　　１１月中の1日を任意に定めて行う（日曜日及び祝日は除く）。管理栄養士等が世帯を訪問し、　　　記入方法を説明の上、世帯の代表者及び食事づくり担当者に記入してもらう。　③生活習慣調査（調査票）　　　　栄養摂取状況調査と同日に行う。調査票を配布し事前に説明の上、被調査者本人が記入する。　④健康に関する意識調査（調査票）　　　　栄養摂取状況調査と同日に行う。調査票を配布し事前に説明の上、被調査者本人が記入する。　⑤健康に関する意識調査（調査票）　　　　栄養摂取状況調査と同日に行う。調査票を配布し事前に説明の上、保護者が記入する。　（３）調査員の構成　　　調査員は、医師、管理栄養士、保健師、臨床（衛生）検査技師及び事務担当者等をもって構成。　　　栄養摂取状況調査については、主として管理栄養士、栄養士がこれにあたり、身体状況調査に　　ついては、医師、保健師、臨床（衛生）検査技師等が担当。　（４）その他　　　本調査は、神奈川県統計調査条例に基づき実施。
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